
製
造
業
事
業
主
の
皆
様
へ

「
工
業
統
計
調
査
」に
ご
協

力
く
だ
さ
い
！

１
０
０
４
９
１
６

　

経
済
産
業
省
で
は
、
6
月
1
日

現
在
で「
２
０
２
０
年
工
業
統
計
調

査
」を
全
国
一
斉
に
実
施
し
ま
す
。

　
事
業
所
へ
は
、
知
事
が
任
命
し

た
統
計
調
査
員
が
5
月
中
旬
か
ら

お
伺
い
し
ま
す
。

　
ご
回
答
い
た
だ
い
た
内
容
は
統

計
法
に
基
づ
き
秘
密
が
厳
守
さ
れ

ま
す
の
で
、
正
確
な
ご
記
入
を
お

願
い
し
ま
す
。

▼
総
務
課

☎
23‐３
５
０
６

23‐０
１
８
０

給
水・排
水
設
備
指
定
工
事

店
の
新
規
追
加

　

  　

 

１
０
０
０
９
８
３

 

１
０
０
１
０
１
１

　
給
水
工
事
は
、
田
原
市
指
定
給

水
装
置
工
事
店
へ
、
下
水
道
な
ど

に
接
続
す
る
場
合
は
田
原
市
排
水

設
備
指
定
工
事
店
へ
必
ず
お
申
し

込
み
く
だ
さ
い
。

▪
新
規
追
加
指
定
工
事
店

　

小
野
田
設
備（
豊
橋
市
二
川
町

　
字
東
向
山
）

☎（
０
５
３
２
）74‐５
９
９
２

　
伊
奈
設
備（
大
久
保
町
地
蔵
）

☎
22‐３
２
５
３

▼
水
道
課

☎
23‐３
５
３
２

22‐３
１
８
４

▼
下
水
道
課

☎
23‐３
５
２
５

22‐３
１
８
４

下
水
道
を

正
し
く
使
い
ま
し
ょ
う 

１
０
０
１
０
０
４

▪
下
水
道
接
続
に
ご
協
力
を
！

　
下
水
道
は
、
私
た
ち
の
家
庭
な

ど
か
ら
出
る
生
活
排
水
を
き
れ
い

に
し
て
川
や
海
に
戻
し
、
快
適
な

生
活
環
境
を
つ
く
る
と
共
に
、
海

や
川
を
汚
染
か
ら
守
る
た
め
の
大

切
な
施
設
で
す
。

　
下
水
道
を
使
え
る
区
域
で
ま
だ

接
続
を
し
て
い
な
い
方
は
、
接
続

に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

▪
異
物
を
流
さ
な
い
で
！

　
下
水
道
施
設
へ
異
物
が
流
入
す

る
と
、
つ
ま
り
や
故
障
の
原
因
に

な
り
、
適
切
な
汚
水
処
理
が
で
き

な
く
な
り
ま
す
。

　
ト
イ
レ
に
、
ト
イ
レ
ッ
ト
ペ
ー

パ
ー
以
外
の
も
の
を
流
さ
な
い
で

く
だ
さ
い
。

▼
下
水
道
課

☎
23‐３
５
２
５

22‐３
１
８
４

※掲載内容は新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、変更する場合があります

　便利な土曜日の時間外窓口をご利用ください。また、電話予約による証明書の時間外交付も行っています。

開設日時 毎週土曜日（年末年始を除く）
午前８時30分～午後０時30分

取扱業務

◦各種証明書の交付
　住民票の写し、印鑑登録証明書、
　戸（除）籍謄抄本
◦マイナンバーカードの交付
◦電子証明書の更新
◦印鑑登録
◦戸籍届書受付
※この他の証明書は交付できません。

開庁時間外にも各種証明書が受け取れます
▪時間外窓口　市民課（南庁舎１階） ◦お問い合わせ◦

▪電話予約による証明書の時間外交付について
　事前（できるだけ前日または当日）に下記時間帯に電話で予約することに
より、平日の時間外や土・日曜日、祝日に、各種証明書を受け取ることができ
ます。ぜひご利用ください。
交付できる証明書など

▲ 市民課＝住民票の写し（マイナンバーカード・住民票コードの記載のあ
るものを除く）、印鑑登録証明書（予約時に登録証の番号をお聞きします）

▲ 税務課＝納税証明書（軽自動車税を除く）、所得証明書、課税証明書、評価
証明書、所有証明書

▲ 渥美支所市民生活課＝住民票の写し、印鑑登録証明書（予約時に登録証
の番号をお聞きします）、納税証明書（軽自動車税を除く）、所得証明書、課税
証明書、評価証明書、所有証明書

電話予約・受け取りができる方

▲ 住民票の写し＝本人または同一世帯の方

▲ 印鑑登録証明書＝本人またはその代理人

▲ 税務関係証明書＝本人または同一世帯の親族の方

電話による予約の受付時間
月～金曜日　午前８時30分～午後５時15分
※祝日・年末年始を除く
交付場所
市役所宿直室（北庁舎１階）
渥美文化会館（農村環境改善センター事務室）
交付時間
年末年始を除く、以下の時間で交付します。
◦月～金曜日　午後５時30分～７時
◦土・日曜日、祝日　午前８時30分～午後５時
※渥美文化会館（農村環境改善センター事務室）
は土・日曜日、祝日のみ

交付のときに必要なもの
◦受取人本人であることが確認できるもの
（運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、
住基カード［写真付き］など）

◦印鑑登録証明書の場合は、印鑑登録証
◦手数料

1000770

時間外窓口について

▼ 市民課	☎23-3511
電話予約による証明書の時間外交付について

▼ 市民課	☎23-3511

▼ 税務課	☎23-3509

▼ 渥美支所市民生活課	☎33-1112

注目！
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